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(ホワイトカラ上ェグゼンプション)

とんでもな い 残 業代ゼロ ロ過労死促進法

政府をま国会擢″な瀕念 を安
「過労死を考えるシンポJを成功させよう!

大本一訓先生の基調報告と三人の報告
と き :3月 21日(水)13:30 と ころ :労働会館東館ホール

一 日8時 間の労働時間が定められたのは

1047年2月 。労働基準法の成立による。労

働時間をは じめとする労働条件は、年 とも

に向上するはずであつた。それか ら60年。

日本政府は、 ILOの 労働時間に係 る条約

を一切批准 していない。そればか りか、政

府は財界の意を受け、労働者を保護すべき

規制を次々と取 り払つている。

パー ト・派遣 。請負などのチF正規労働者

は増え続け、全労働者の三分の一 となって

いる。ホワイ トカラーエグゼンプション(以

下WE)は 、止 め どない長時間労働 を強要

す るもので、別名、「残業代ゼロ法案」、「過

労死促進法案」と言われ る。導入時は、高

収入の人のみに限定す るかのように説明 し

ているが、全労働者への耐え難い労働強化

になることは明 らかである。今国会には提

案 されないよ うだが、財界はあきらめては

いない。秋には何 とか してWE法 を成立さ

せ、無限に働かせ る体制作 りを狙つている。

「過労死を考える家族の会」は、「WE

法は過労死を増やすだけ。私たちのような

悲 しい遺族 を出さないよ うに。」 と法案の

廃止に向けて活動を強めています。

日本労働弁護団は、2006年11月に開かれ

た総会で、「企業中心の社会が働 くものの

生活時間を、『効率』 と 『利益』の名で奪

つている。WE法 は、全世界の労働者が命

をかけて勝ち取ってきた 8時 間労働制を崩

壊 させ る。」 と決議 し警告 しています。

愛労連 ・愛知健康センター ・過労死を考

える家族の会 。新婦人などが呼びかけシン

ポジウムが開かれます。是非ご参加下さい。
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アスベスト相談セレ
酪

ター設立へ展望

アスベス ト問 談会開かれる
2007年1月 12日午後、愛知健康センター

は、 「静かなる時限爆弾」 とも言われてい

るアスベス ト問題の地域連絡会づ くりを目

的に、アスベス ト問題第 1回 懇談会を開き
ました。

当 日は、アスベス ト問題を労働組合 とし

て取 り組んでいる建交労や、 じん肺患者の

方々 ・全港湾の組合を始め、2006年暮れに

中皮腫で夫を失つたご遺族 も参加 して頂き
ま した。また、先進的な運動を展開 してい

る静岡健康センターの皆 さん、愛知の労働

弁護団などが集ま り、会場は28名の参加者

を迎えて開催 されま した。
主催者を代表 して愛知健康センター 。宮

崎事務局長が、 「全国の運動に比べて愛知
の運動は遅れがある。今 日の懇談会を機に

取 り組みを強めたい」 と挨拶。続いて静岡
センターか ら医療チーム ・弁護団 ・支援団

体の三つが中心 となって静岡県アスベス ト

被害対策連絡会を結成。県下全域に拠点を

整えていること。 とりわけ医療チームが充

実 している報告 を聴 き、驚きとうらやまし

ささえ感 じま した。

愛知建交労は、 じん肺被災者支援に取 り

組み、独 自に検診医師 と連携 して救済活動

を行つている。また、全港湾のアスベス ト

検診の取 り組み、石播の実態などが語 られ

ま した。 ご 主人を中皮腫で失つて悲 しみ
の中にある被災者遺族が裁判を準備 してい

ることも話 され、夫の無念を晴 らす闘いが

愛知で も始ま ります。 (2007年3月 22日提

訴予定)

愛知のアスベス ト弁護団は頼 もしい若手
二氏が出席。ホ ットラインでの相談か ら事
件の解決に至った事例や学習活動などの報
告を時には爆笑 も誘いなが ら懇談会を盛 り
上げて頂き、元気の出る懇談会 とな りまし
た。

岐阜か ら参加 された弁護士か らは、羽島
ニチアスでのアスベス ト被災地域への現地
調査の呼びかけがあ りま した。現地調査は
2月 17日に実施 され、愛知健康センターか

らも参加 しま した。

静岡の弁護士からは、浜岡原発で被爆 し
た労働者が提訴 した ところ、本社が名古屋
にあるため、法延開催 日には名古屋まで出
向かなければな らないので、「東海地域で
の共闘ができれば」 と広域協同の提起 もあ
りま した。

特記 しておきたいことは、愛知保険医協
会事務局か らの参加 もあ り、今後の対応に
ついて専門医との連絡を密に して前向きに

取 り組む足がか りができたことです。
アスベス ト被害は曝露 してか らの潜伏期

間が30～40年と長 く、「静かなる時限爆弾」
とも言われる由縁です。引き続 き取 り組み
を強めて次回は 6月 頃に、アスベス ト懇談

会を行いアスベス ト相談セ ンター (救済対

策連絡協議会)へ と展望す る懇談会 とな り

ま した。

(文責 :鈴木明男)
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名古屋港における
アスベス ト対策について

全港湾名古屋支部書記長 青 山 公 平

国内で使用 され るアスベス トのほほ全量

が輸入 されてきま した。1960年代半ばか ら

1990年頃にかけ、アスベス トの 「純生」が

大量に荷揚げされています。 当初は在来船

荷役が中心で、本船か ら博、孵か ら港湾倉

庫へ と運び込まれま した。荷役に携わって

いたのは 「あんこ」 と呼ばれる登録 日雇い

労働者が中心。 「てかぎ」
一つで麻袋 ・ビ

ニール袋に入つたアスベス トを取 り扱って

きま した。せいぜいマスクひ とつの防塵対

策。アスベス トの噴煙が漂 う中での荷役で、

「身体 中がチカチカ していた。」、「アスベ

ス トの上でメシを食い、昼寝をしていた。」

(OB談 )状 態で した。

また、港湾荷役には引き受け義務があ り

仕事を選べません。危険性が周知徹底 され

る
｀
こともなく、形ばか りの予防対策でアス

ベス ト荷役をさせ られてお り、対策を怠つ

てきた国の責任は重大です。 この意味で、

港湾では事業者 も労働者 も被害者であると

言えます。

当時、荷役に携わっていた港湾労動者に、

現在、アスベス ト被害が出始めています。

神戸では十数名が死亡。名古屋港でも数名

の労災認定患者や健康管理手だ申請者が出
ています (1名 は死亡)。肺ガンなど別の

病歴で処理された事例も多いと考えられ、

被害の実態は更に大きく、今後 も続 くと予

想 されます。

名古屋港でのアスベ ス ト対策 は これ ま

で、労働組合の要求にもとづき港湾労使が
一

体 となつた取 り組みを行い、アスベス ト

使用施設の調査 。飛散対策、現役労働者の

アスベ ス ト検診 についてほぼ終 えていま

す。 しか し、退職者への働 きかけについて

は不十分です。全港湾は とくに登録 日雇い

労働者対策を重視 してきま した。国 (労働

局)に 使用者責任があ り、国の責任でアス

ベス ト対策をするよう運動を進め、昨年末

には厚生労働省によるアスベス ト特別無料

検診が実現 しま した。全国で全港湾関係で

100名弱が受診 しています。その他、全港

湾名古屋支部では退職者への受診の働 きか

けや情報交換、相談活動などを行つていま

す。

今後の課題 としては引き続き退職者対策

を強めること。また、港湾では労災企業補

償を担えない中小企業者が多 く、国の責任

と指導のもとに、国 ・事業者港湾利用者拠

出による 「アスベス ト対策基金」の創設を

要求 し運動をすすめています。また、専門

医師の育成、医療 。救済ネ ッ トワークの形

成 も緊急の課題 といえます。

棄の花きつユl 今年もきてわ
4月 14日 (十 ) 10時 -14時

事 明 市 沓 掛 町 薮 田 切 山 台

今年で 3回 目とな ります。地元の開幕太鼓。バン ド。

伝子組換えで無い純国産てんポ ら油展示即売、野菜、地元竹の子の水煮、

焼きソバ、豚汁、お茶 さらに、野点もおこな う予定です。



先進的な職場の実践から学ぶ
メンタルヘルスシンポジウムを開催 !
次回、5月 19日 (土)13:30労 働会館にて(予定)

2月 17日(土)午後 1時 半から労働会館で、メンタルヘルスシンポジウムが開かれま した。
参加者がは、11名とやや少なかったものの、4名 の方の発表 と参加者の意見交流には、

時間がたつぷ りあって、学ぶことが多い集会で した。 レポー トは次の四点です。

①南生協病院メンタルヘルス・アンケート調査
南生協病院の森本 さんが 「職業性ス ト 労 働者のセルフケアに役立てると共に管理

レス簡易調査票」を用いた職場診断につい  職 の教育を進めてラインケアの充実に役立
て報告。結果は、個人に知 らされますが、  た せたいものです。 さらに、年一

度の調査
職場ごとの傾向も明 らかにな ります。職場  を 積み重ねることにより、メンタルの危機
の人が 日ごろ感 じている結果がでるのです  的 状況の進行が明らかにな り具体的な対策
が、客観的なデータには重みがあ ります。  が 迫 られています。

②名古屋市立高校教員組合が開いたメ
名高教 。佐々木 さんが報告

ンタルヘルス問題交流集会の報告

「職場環境の改善にあたっては、労働者
の意見を踏まえるように努めること」これ
は厚労省の指針に述べていることです。名
高教では、独 自の労働実態調査を実施 し、

③学校職場の多忙がメンタルの危機
‐宮教労の松本 さんの報告

学校教育に成果主義が取 り入れ られて、
教育を点数で評価するために、 目標を設定
させ、 どこまで到達 したかの 自己評価が強
制 されている。成果主義の教育は、児童 ・

④うつ病からの職場復帰、各して学んだ
デンソーに勤務 し トヨタに出向していた

川野 さんは過密労働 と上司のパ ワハラで う
つ病に罹患 しま した。過密な労働のノルマ

があって、ちょっと一
服が とれない最近の

職場では誰にでも発症の危険があ ります。
川野 さんは、刈谷労基署に労災申請をし

ま したが、慢性ス トレスを認めない認定基
準が壁にな り認定 されませんで した。現在、
デンノー ・トヨタの安全配慮義務違反を訴
えて民事訴訟を しています。川野 さんの訴

訟が、会社が労働安全衛生の取 り組みを改
善するきつかけにな りま した。

結果をまとめて名高教情報として環流して
います。最近の調査では、時間外労働が月
平均で86時間という結果となり、誰にでも
過労死の危険があること警告しています。

生徒に勝ち組負け組のをつくります。いま
塾が大流行で家庭の教育費の負担は大変で
す。教職員の多忙化がメンタル疾患急増の
背景にあります。

メンタじ1恢

(文責 :今枝 正 昭)
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山田信也発生を田む ,

認議会を開催

西三河 ・東三河に地域健康センターを !

3月 3日 (土)午後 1時 か ら5時 まで労働

会館 2階 で14名が集ま り、顧問 ・山田信也

先生を交えて懇談を深めま した。始めに、

健康センターの歴史 と現在かかえている問

題点が討論のたたき台 として報告 され、つ

いで参加者の意見がだ されま した。

いのちと健康に関わる地域の問題 と、労

働運動を結合 させ るテーマで運動するとお

もしろい。例えば、①アスベス ト問題は職

場の問題でもあり、地域でも問題になりう

る問題だはないだろうか。メンタル問題も

労働者とその家族を巻き込んで問題にしな

いと、解決できないことがあるように思う。

②食物アレルギー、体力の偏り、生活習

慣病など健康の問題は国民的なひろがりを

持つ時代になつている。健康センターはこ

れを開いに組織する役目も担っているので

はないか。 ③ 在職死亡ゼロをスローガン

に名水労では労安活動を積み重ねてきた

が、それでも今までいちども在職死亡ゼロ

は達成できていない。そればかりか、メン

タル疾患はここ3年ぐらいで急増している。

④使用者側も労組も労働安全衛生につい

ての認識が不足している。労働安全衛生指

導者を労働者10人に1人ぐらいめ害」合でつ

山田先生か らは次のようなことが話 され

ま した。①愛知の地域センターが名古屋港

と一宮につ くられたが、西三河地域 と東三

河にもつ くれ るように努力 したい。各地の

地域センターが独 自のスタイルをもつて活

動す るとともに、共同 して活動するように

なると、運動は急速 に発展す ると思 う。

② 若 い世代にこれまでの聞いの歴史を教

育す るとともに、これか ら生き抜 くための

くらないとこの認識は深ま らない。スウエ
ーデンでは5人に1人の有資格者がいて、こ

どもの時から教育現場で安全衛生活動をお

こなっている。 ⑤ 日本では社会に出る高

校生に労働の現場で生きていく知恵 として

の労働法が教えられていない。⑥ 「病気に

なった労働者が働 きつづけるにはどうすれ

ればいいのか」 とい うような具体的なテー

マで研究会をよびかけてはどうか。 ② 教

育基本法が改悪 されて教職員にさまざまの

労働強化がお しつけられて くることが予想

される。 しか し、教育委員会は教職員の健

康問題の実態をつかむ部署 さえ持っていな

い。人員 も予算 も配置 されていない。年休

を消化するとか、健康診断で労働軽減を必

要 と診断 された人に実際に軽減をとれるよ

うに現行法を厳密にまもらせ る運動が必要

だ。スウエーデンでは17名の教員がいる職

場で毎 日2名 の教員が様々の理由で休んで

いる。それでもやつていける二人担任制や

教員定数になつている。 ③  健 康センタ
ーのニュースが一般の労働者に届いていな

い。ニュースに各組合の安全衛生委員会の

内容が紹介 されるような記事が欲 しい。

職場に10人 に一人資格を持つた安全衛生管理者を !

知恵をさずけて欲 しい。③10人に 1人 の活

動家をつ くるとい うのは三池炭坑労組の編

み出した方策で、組合役員の 目の届 く範囲

にひとりの活動家をつ くるとい うことだ。

「従業員10名か ら50名以下の職場では 1人

の労働安全衛生推進者 をつ くれ」 とい うの

が、労基法にある。 これを根拠に衛生推進

者や安全推進者 をつ くることも大切 であ

る。
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第4回理事会報告

3月 1日 、13名の理事が参加 して各理事

の報告をもとに懇談 と交流を深めま した。

主な発言を抜き書きします。

名高教では、定期的な安全衛生委員会の

開 くために役に立つマニュアルがつ くられ

ま した。 「職場の労安活動の活性化 をめざ

して」 とい うパ ンフは組合員に配布 されて

好評です。

愛教労では、 「春 を迎える学習会」に足

立区の組合の委員長が記念の講演。学校選

択の自由化で学校間の格差が広がっている

こと、教員の賃金差別化の動きが加速 され

ていると報告。

愛高教では、総括安全衛生委員会に組合

の推薦で 3名 が参加 して、審議を リー ドし

ています。県立高校 27校 に資格のある産

業医を配置す るよ う要求をしています。

判決が続 く中で、財界な どか ら、「判断基

準が甘い」 とい う主張が出て、今後の判決

に影響を与えかねない との発言が注 目され

ま した。 理 事の吉川 さんか ら、職場の 「ア

スベス トに関 しての健康調査Jに ついて報

告。水道管やパ ッキングにアスベス トが使

われていた時代があ り、名古屋水道局では

アスベス トに関 しての健康調査を重点的に

実施 しています。アスベス ト取 り扱い業務

の従事者214人についてレン トグ ン直接撮

影。所見ありの2人 が精密検査。名城大学

の吉田先生が、レントゲン写真の読影を担

当されてCT写 真は所見なし。そのほかア

スベス ト使用施設の従事者については、55

歳時に行 う人間 ドックで直接撮影を実施す

ることで、アスベス ト被災を発見できるよ

うなシステムがつ くられています。

過労死を考える家族の会か ら、鈴木 さん

と永縄 さんが参加。感動的だった京都の寺

西 さんが勝ちとった過労死認定勝利報告集

会の様子が報告 されま した。

岩井羊一弁護士は、過労死認定の進んだ

判決が続 く中で、財界な どか ら、 「半J断基

準が甘い」 とい う主張が出て、今後の判決

に影響を与えかねない との発言が注 目され

ま した。 理 事の吉川 さんか ら、職場の 「ア

スベス トに関 しての健康調査」について報

告。水道管やパ ッキングにアスベス トが使

われていた時代があ り、名古屋水道局では

アスベス トに関 しての健康調査を重点的に

実施 しています。アスベス ト取 り扱い業務

の従事者214人について レン トゲン直接撮

影。所見あ りの 2人 が精密検査。名城大学

の吉田先生が、 レン トゲン写真の読影を担

当されてCT写 真は所見な し。そのほかア

スベス ト使用施設の従事者については、55

歳時に行 う人間 ドックで直接撮影 を実施す

ることで、アスベス ト被災を発見できるよ

うなシステムがつ くられています。

過労死を考える家族の会か ら、鈴木 さん

と永縄 さんが参加。感動的だつた京都の寺

西 さんが勝ちとった過労死認定勝利報告集

会の様子が報告 されま した。

次回は 5月 10日です。職場の報告をぜひ。

◆「過労自殺の原因分析 一精神科医南雲興志郎鑑定意見集|
発行 :過 労死弁護団全国連絡会  頒 価 :¥2,100

南雲先生が関わつた八つの事件について、提出した鑑定意見書の詳細とその解説を集約

してあります。 トヨタ日島事件 ・中電藤日事件などが掲載されてしヽます。これからの闘しヽ

に参考になります。お求めは愛知健康センター事務所へ。
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ソフトブヽンクモブヽイル

小 出 過 労 自 殺

損 害 賠 償 裁 判

1会社が知らなければ
!安 全配慮義務違反は間われないのか!

名古屋地裁判決の問題点 弁護士 田 巻 紘 子

去る 1月 24日、名古屋地裁民事第 1部 合

議係 (永野圧彦裁判長)に よリソフ トバン

クモバイル事件 の判決が言 い渡 されま し

た。判決では、被災者 ・尭 (たか し)さんが

亡 くなる直前、それまで無経験の物流業務
への配転を拒んでいたのに上司 。同僚が執

拗に説得 したことにより莞 さんの うつ病が

増悪 し自殺につながった とい う因果関係は

認めま したが、会社は尭 さんが うつ病だつ

たことを知 らなかった し知 り得なかったの

で安全配慮義務違反はない として遺族の損

害賠償請求を棄却 しま した。判決の問題点

は大きく三点あ ります。

◆問題点 1

尭 さんが東海デジタルホンヘ出向 したと

きの業務の大変 さを少なく評価 して、 う つ

病の発症は東海デジタルホンでの仕事 とは

関係がない と判断 しま した。 これは、尭 さ

んが、
'当

時主治医の先生や家族に訴えた内

容を無視 した判決です。

◆問題点 2

尭 さんが、佐屋の倉庫へいくように命 じ

た配転が、莞 さんに対する違法 ・不当な配

転であることを見逃 した不当な判決です。

1月 24日、名古屋地裁は 「棄却」の判決。

まさかの判決で声 も出ませんで した。真実

ってなに ?と 頭が ぐちゃぐちゃにな りま し

た。

判決文では、主人が うつ病だったことは

認めなが ら、その後の業務が過重であつた

とは認 めず 自殺 との因果関係 を否定 しま し

た。また、主人の配転 とうつ病 との因果関

係 を認めなが ら、 うつ病だと知 らなかつた

ことを理由に、 自殺の予見可能性がない と

して、会社の安全配慮義務違反を認めませ

発 さんは足に障害を持つ障害者であ り、通

勤時間が増えることを負担に感 じていま し

たが、この点もほとん ど考慮に入れていま

せん。

◆問題点 3

会社は うつ病であることを知 らなかった

とい う会社側の言い分を認め、知る可能性

もなかったことを理由に安全配慮義務違反

を認めませんで した。 これは、会社がメン

タルヘルスや 自殺予防について何 ら対策を

講 じてお らず無責任であつたのに、そのこ

とを堂々と正当化 させ る理屈であつて不当

です。

このような判決では自殺予防につながら

ず、企業のメンタルヘルス対策の後退を招

きかねない不当な判決です。控訴審では、

佐川物流への配転後に発 さんがどんな状況

に置かれることになったのか、あわせて東

海デジタルホン出向後の業務が莞 さんにと

ってどれだけ負担であったか とい うことを

よリー
層鮮明にしていきたい と考えていま

す。引き続いてのご支援をよろしくお願い

いた します。

んで した。 これは、被告 ・会社は、「うつ

病だと知 りませんで した」と言い通せば責

任を問われないという判決が出たのです。

納得のできない判決に、即刻、名古屋高裁
へ控訴 しま した。

落ち込んでいた私は、支援する会の皆様

をはじめ、多 くの方々に励まされま した。

名古屋高裁ではさらに厳 しい問いが予想 さ

れます。 この闘いを乗 り越えるのには、皆

様のお力が必要です。 これか らもどうぞ宜

しくご支援をお願い申し上げます。

即刻、名古屋高裁へ控訴 しました
原告 小 出 典 子
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ドッラグスギヤマ

損 害 賠 償 請 求

杉 山 裁 判

二週 間前の夕飯 が何 だったか答 え られ ま

すか ? 一 ヶ月前のあの時、何 を着 ていた
のか答 え られ る人 はい るので しょ うか ?

正直言 つて、私 な ど昨 日の夕飯 を思い出す
の も一

苦労です。 ま してや 7年 前の行動 な

ど 。・・。

虐、子 。貴紀が短い生涯 を閉 じて しまって

か ら、丸 6年 になろ うとしています。そ し

て、2005年 (平成 17年)2月 、会社 ・ドラ ッ
グスギヤマ に対 し損害賠償訴訟 を提起 し、

同年 3月 か ら始 ま った 日頭 弁論 も回 を重
ね、今回で13回 目にな ります。その間、準

備 書面のや りと りを繰 り返 していますが、

被告会社 の提 出 して くる準備書面のほ とん

どが果れ るものばか りです。

「・…平成 12年 6月 18日 (日曜 日)も、貴紀
は早番勤務 であ り、午前 9時 50分頃出勤 し

た。 (中 l13)出 勤時の身 な りは、本配属

以来へ ほぼ一
貫 して Tシ ャツを着、綿パ ン

とい うラフなスタイル であ り…・」
これ は、息子が過労死 した平成 13年 6月

以前約 1年 間、つま り約 7年 前の 「毎 日」
の業務 内容 と行動 を、被告会社 ・ドラッグ
スギヤマが準備書面 として提 出 した ものの

抜粋 です。 し か も当時の 「記憶」に基づい

て

経籍 ネ権巣官官ゑ急 夏密;、、なん と人間

就判の回を重わて思う“・

原 告  杉 山  正 章

離れ した記憶力の持ち主がいるものだ と感
心 しなが ら、呆れ返って しまいます。答え

られるのであれば二週間前の夕飯は何を食
べたのか聞いてみたいものです。

そ して、準備書面提出を重ねる度に、他
の提出書面 との辻棲が合わなくなってきて
います。一例ですが、豊 田労働基準監督署
の聴取の際、店長は 「杉山君は薬剤師です
か ら、ほぼ毎 日、通 し勤務 (開店か ら閉店
まで)を お願い していま した」 と証言 して
います。ところが、本裁判の提出書面には、
「あの時は栗剤師不在 を隠す為に 『嘘』の

証言を した。本当は通 し勤務などなかった」
と書かれています。 これが良 しとされ るの

であれば、 「何で もア リになって しま うの

では…・。」 と思います。

また、被告会社は、労基署の労災認定が

おか しい と言い続け、虐、子の死因に関 し、
県内では著名な ?医 師による意見書を提出
してきま した。その中で、息子は亡 くなっ

た前夜 に酪印状態 であった とされ ていま
す。 しか し、藤 田保健大学病院の医師カル

テ記載によると、血中アル コール濃度は 0.
l mg/ml未満 と記載 されてお り、まった く
酔 うに値する数値は検出されていませんで
した。

もう果れて物 も言えません。

賠償請求訴訟を

積
閣

所
　
ヽ

ｏ

電

が

す

発

た

ま

力

し

し

火

ま

訴

・
れ

提

力

さ

を

電

定

判

部

認

裁

中

災

う

労

問

中電 ・アスベスト中虚腫
損善 提訴

提訴 日:3月 22 日 (弥 ⇒ 14際 手 と ころ:名古屋弁護士会館

=!',～ ‖|十■■■‖,一
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中部電力控訴審

名 古 屋 高 裁

藤田避務聴鮮」

2月 14日中部電力控訴審 口頭弁論が名古
屋高裁で開かれま した。今回の法廷では、
亡 くなった藤 田さん と同 じ火力職場のOB

である坂井淳一 さんが、証人 として陳述 し

ま した。

坂井 さんは、会社が名古屋南労基署へ提

出 した藤 田さんに関する諸資料を基に、藤
田さんがいかに多 くの業務に携わ り、その

上それ らの業務に追い込まれ、休 日出勤や

徹夜仕事を行っていたか、藤 田さんの労働
の実態を証言 しま した。

国側は、反対尋間で、坂井 さんが藤 田さ
ん と同 じ職場にいなかったことをもつて、
坂井 さんに陳述や証言が、想定であるかの
ごとく証言 させ ようとしま した。 し か し、
坂井 さんは、会社側が提出 した資料を克明
に分析 した上で反論 し圧倒 しま した。

藤 田 さん の 業務 過 重 性

証 人 尋 間 で よ り明 白 に

中電 口藤田裁判を支援する会事務局

また、証言では、国狽1証人 ・中電中間管
理職の、「ゆった りして、繁忙感 のない職
場であ り、休 日出勤や時間外勤務時にはテ
ニスやパ ノコンゲームをやっていた。」等
とい う証言があ りま した。これに対 しては、
会社側が労基署に提出 した藤 田さんの手帳
やパ ソコンのデータなどに基づいて作成 し
た新たな証書により、国側の主張の矛盾を

鋭 く追求 した証言 とな りま した。
裁判長は坂井 さんの証言を熱心に、そ し

て時には大 き く領 いて聞き入 つていま し
た。

坂井 さんの証言終了後、法廷で、裁判長
は、国側の申請 した証人の不採用を決め、
あわせ て最終準備書面の提 出を命 じま し
た。

名古屋高就控話審第3回 法廷を終えて

原告 藤 田 睦 美

2月 14日、た くさんの支援者 に見守 られ
る法廷では、地裁で勝訴 (労災認定)し た

ものの、十分認められなかった夫の業務の

過重性について立証す るため、夫の先輩で
ある坂井 さんが、証人に立っで下 さいま し
た。

坂井 さんは、この 日に先立ち68頁におよ
ぶ陳述書を書いて下 さいま した。 この陳述

書は、支援す る会の皆様のご協力で、会社
が労働基準監督署に提出 した膨大な資料や
書証を詳細に検討 した結果、出来上がった

ものです。そ して、この 日の法廷では、控
訴人の反対尋間に対 しても堂々と、証拠に

もとづき夫の業務の実態を明確に証言 して
いただきま した。
私 自身、坂井 さんの証言 を聴 きなが ら、

夫が業務に追いまくられている様子が 目に
浮かびま した。そ して 「今 日も帰れないか

もしれない」 と言つて出勤 し、残業 ・休 日

出勤を繰 り返 していた夫のつ らさ、苦 しみ
が少 し理解できたような気が します。
坂井 さんの証言を、熱心に聴いていた裁

判官に思いが通 じたのか、控訴人側の医師
の証人は不採用 とな り、最終準備書面の提
出が求められま した。
いよいよ最終段階 ・結審が近づいてきま

した。地裁 。高裁 と本当にたくさんの方々

に支えていただきま した。感謝の気持ちで
いっぱいです。

しか し、過労死 してもた くさんの方の協
力や支援がなければ、労災 と認めてもらう
のが難 しい今の行政のあ り方は、あま りに
もおか しい納得出来ない事です。是非、名
古屋地裁の判決 よ りも,い っそ う前進 した

判決を獲得 して勝利 したい と思います。
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トヨタ自動車

内野 過 労 死

労災認定裁判

2月 28日午前10時か ら第10回口頭弁論が

開か、傍聴府はほぼ満席で したる今回の口

頭弁論では、証人尋間を誰にするかで意見
のや りとりがあ りま した。

原告か ら証人申請 されていたのは、中京
大学猿 田教授、健一 さん と同 じ組みの労働
者井上 さん、そ して原告 ・博子 さんです。
今回の法廷で尋間が認められたのは、井上
さん と原告 。博子 さんで、猿 田教授は保留
されま した。

また、被告狽1証人は、健一 さんが作|れた
とき同席 していた上司 ・堤氏、同 じく成瀬
氏の 2名 が認められま した。

◆弁護 団、裁判長 と今後の進行 について協議。判決は10月頃か ?
閉廷後、裁判長が交替 したため、裁判官  な らば裁判官が交代した場合、提訴に至っ

。弁護団 。原告で今後の進行について打ち  た 理由などを口頭陳述する更新弁論がひら
合わせをする進行協議が行われました。こ か れますが、今回は省llaされました。これ
の進行協議はほぼ 1時 間近 くに及びまし も 進行協議の中で確認されました。
た。                    以 上のような事情のため、証人尋間が終
裁判官が、永野圧彦裁判官から多美谷寿  わ れば結審の日程が調整され、9月 ～10月

郎裁判官に交替。さらに、川勝庸史裁判官  に 判決と予想されます。
がこの9月末で異動と予想されます。本来

◆開廷前 に署名1,667筆 (累計 15,735筆)を提出
開廷に先立ち、山下事務局長は、民事第  総 行動」において、原告 。博子さんが壇上

一部に要請署名1,667筆を提出しました。  か ら訴えました。「私の主人は、長時間労

今回の署名の特徴は、安城市、豊橋、岡  働 により職場で作」れてそのまま……・」と言

崎、刈谷市、豊田市などからの署名が目立  う 訴えに、会場は静まりかえりました。署
名も300筆以上集まりました。ちました。また、福井 うたごえ祭典で依頼

された とい う署名 もあ りま した。大 口は、

トヨタ総行動です。また、新社会党か らも

署名を頂きま した。 さらに、個人で署名用

紙を増刷 して集めて頂いた方 も見えます。

皆様のご協力に感謝 申し上げます。

内野 さんの労災認定を求める裁判は、い

よいよ山場を迎えます。証人尋間、結審て

この秋には判決 と予想 されます。

要請署名は、この夏まで集中 して取 り組

みます。ご協力をお願 い致 します。

また、 2月 12日 (祝)に行われた 「トヨタ

<内 野裁判次回法廷 >

場所 :

日時:5月25日(金)午前10時00分

すま
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地屋古名

秋にも判決か?
証人尋間は、 5月 25日 (金)と決定

事務局 高 橋 久 子

被告側証人の二名の上司が どのような証

言を行 うか、傍聴席を満席に し、
一

言 も漏
らさずに聴 きたい と思います。
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マツヤデンキ

小 池 過 労 死

労災認定訴訟

心臓機能に障害のあった夫は、2000年11
月に身体障害者枠により、マツヤデンキ豊
川店に採用 されま した。就職後、店長 と体
調について話す機会がないまま、健常者 と
同 じ仕事を続けた結果、わずか一

ヶ月半後
に亡 くな りま した。

私は労災を認 めなかった国 (豊橋労働基
準監督署長)を相手に、名古屋地方裁判所
に控訴 し、すでに 6回 の法廷が開かれま し
た。今年は、裁判は山場を迎えます。そこ
で「支援する会」の皆 さんに同行 していただ
き、裁判の傍聴や署名 ・支援のお願いに回
つています。

裁判 を始めてか ら、障害のある方や福祉
関係の方のお話を聞く機会が増えま した。
その実態は 「い じめ」 と 「泣き寝入 り」で
す。私の知 らない所でも障害者はい じめを

受け、泣 き寝入 りさせ られているのです。
障害があっても働 きやす く、

一人の人間
として尊重 され る社会になって欲 しい と強
く思います。私は、頚髄に障害があ り十分
な活動はできませんが、夫の無念を晴 らせ
るように努力 していきたいと思います。

多 くの皆 さんに温か く支援 していただき
感謝 してお ります。 これか らもよろしくお
願い致 します。

<小 池

日時 :

場所 :

障害のある人もない人も

安心して働ける社会に!

原告 小 池 友 子

分
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ｍ
円
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裁

３

，
何

◆ 本 格 工 事 が 始 ま る東 築 地 で は

30年前 は貯木揚 で したが今 は高ナぎ住宅街、今
で も23号線 があ り大変なのに、そ こに高速道路
を通 しさらに出入 り日を設 置すれ ば、町内は渋
滞、排 ガス、臓 旨、交通渋滞は 目に見えて くる。
見学 に参加 した 市民は 「これ はひ どい。貯木場
時代 に立突 され た計画だ。 市政の歪み をあ らわ

に した もので、 この町だけの問題 でな く大 きな

問題」 と指摘 した。

◆可能 な環境 対策 を

市が言 う 「6万 台が70キロ以 下で走る道路」 と
い うことならば、平面片側 3■ 線で十分走 れ
るか ら高架部分は必要がなくなる。それでも造
るのならば、充分な環境対策をすべきです。高
速道路にフタをするなど第2東名等で取 り入れて
いる最新の騒音 ・排ガス対策をきちん と行い、
】前″目、児童を出さないことである、東築地内への

出入 り日設置については、南へ移動するべきで
す。

1環境悪化で喘息患者激増

名古屋市は高速道路の環境対策を!
◆名古屋市 の定 点測量 で も光化学 オキ シゲ

ン トは全 ての地 点で環境基準 を上 回 って
いる

平成18年学校保健統計によれば、喘虐、で病院
に掛かっている小学生はlo年間で帯増 している。
中村、瑞穂、熱田、港区では 5訴 を超 し、小学
校区単位で港区では、野跡が10航を超 し、大手、
西築地、稲永が 9鯨 を超 している。それで()、
名古屋市は環境対策をや らず、高速4号東海線の
工事を強引に進めようとしている。
◆ 2月 23日 の 高 速 道 路 現 地 見 学 会 で 見 た

事 、聞 いた事

現在工事中の日比野では、通路は狭 く危険な
ためお客はがた減 り、今でも大変なので 2～ 3

年の工事期間中にどうなるか不安を訴えられる。
すでに供用開始している高辻の市営住宅では、騒
音基準を大きく上回るひ どい騒音、14階が一番
高かった。その場を早 く立ち去 りたい気持ちと
なった。
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「原告卒業」のお祝いに参れEし孝した
全国過労死家族の会会長 鈴 木 美 穂

京都の寺西笑子 さんの裁判勝利 を祝 う集

いに参加 させてもらいま した。 ご主人の彰

さんが11年前の2月 15日に自殺 され、祥月

命 日のこの 日に完全勝利のお祝い とは信 じ

られないような ドラマチ ックな話で した。

板前 さんか ら店長までになった彼 は、す

さま じい長時間労働、ノルマ達成への叱責、

プライ ドを打ち砕 く上か らの言動があ り、

うつ病を発症 して投身 自殺 されま した。

亡 くなった時49歳、二人の癌、子 さんがあ

ります。

2000年の全国過労死を考える家族の会の

総会に参加 されて以来のお付き合いで、お

互いに原告 とい う関係か ら親 しくさせても

らいま した。元気な彼女は、いつ も良く勉

強 していて弁護士を突 き上げ (?)、 自分
の信念や意見を押 し通 し、最後まで悔いな
い戦いを貫きま した。
｀
労災の認定を監督署で認めさせたこと。

勤務先の責任 を追及 して全面的に認めさ

せたこと。またこの間、当時の社長が証言

に立ち、ひ どぃ証言を したとい う事で、社

長個人の責任 を問 う訴えを しま した。

前例が乏 しい裁判で したが、これ も謝罪

させ、和解が成立 しま した。 この話を聞い

た、他の弁護士が、「よく貴女の先生は引

き受けてくれたね、僕な らや らないよ」 と

いわれた。

原告 として、本当にいい先生に出会えた

と思 うし、そこまでや らなくてもとか言わ

れると、 自分の意見を引っ込めて遺族は消

化不良になるのが多い と思 うが、引つ込め

ない原告 も立派な ら、「頼まれた ら引き受

けるのが仕事だか ら」 と請けて下さった先

生方もすば らしい方々と感謝です。途中経

過の報告を聞くたびに、頑張 りが伝わって

きていま した。

「企業責任をきちん と取 らせたい、夫の

無念を晴 らしたい、裁判は夫の仇討 ちJと

決意 して、悔いないように戦い抜いた彼女

は、「なごり惜 しいけれ ど原告 を卒業 しま

すJと 締めくくりま した。

戦い抜いた彼女の顔は本 当に晴れ晴れ と

した素敵な笑顔で した。家族の会の仲間と

して、友人 としてお祝いできま したことは

とても嬉 しいことで した。 これか らも自分
の闘いを活か して、他の遺族の支援に頑張

ることと思います。

寺西さんの裁判t勝利を祝うつどぃ

をと賠5鋭え舞秘,tん

中央ヵ紳R静いネ機¥手ュ/↓



「市民」とは名詞でなく動詞だ

愛知県立高等学校教員組合コ理事 天 野 初 夫

高等学校国語の教科書に、作家 日野啓三氏のエ ッセイが載っている。 「市民イメ
ージ」 と題 されたそれは、とても感動的だ。

内容は以下の通 りである。 日 野氏がたまたまテ レビを見ていた ら、米国の陪審員
制度の ドキュメン トを放映 していた。陪審員に選出された人達は、会議室でパイプ
椅子に座 り、証拠の品や裁判記録を前にして、話 し合いを続ける。長い時間。意見
が合わなくても、語気を荒 くする人 もいない。夜になるとその 日は終了 し、翌 日ま
た話 し合いを再開す る。 日野氏はそれを見ていて、自分の 「市民のイメージ」を変
更 さざるを得なくなる。 「市民Jと は知性 もあ り広 く社会に関心を持っている人の
こと、 とい う自分のイメージが間違っていたことに気づいたのだ。人間は誰でも特
別な時間の中で 「市民」になれ るのだ、議論 とい う時間の中でのみ 「市民」になる
のだ、とい うように。

:  市 民はスタティック(静的)なものでなくダイナ ミック(動的)なもの、と言い換え
: て もいい。市民は名詞でなく動詞だ、言い換えてもいい。国会の論議をテ レビのエ
: ユ

ースで見ていて情けなくなるのは、「市民」力も なヽいことである。 「改悪教育基本
:法 」 も 「市民」不在の国会で成立 して しまった。 「市民」になる(なれ る)議員 を選
と びたいものである。
ミ ,日

ロ ロ… … … … … … … 日 口 日 ■ 日 ● ● 日 日 口 ● 日 :日 日 日 日 ● ● 日 日 口 ● コ ロ ● ● ● 口 ● ● 口 ● ● 日 白 日 日 日 ● ● ● ● ● ● 日 日 日 ■ 日 日 日 ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ロ ● 日 日 ● ● コ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● コ コ ● ● コ ロ ロ ロ ■ 日 日 日 ●

長寿勝特 合がしっかLlしてこと
自治 労 連 愛 知 県本 部 ・理 事  梅 野  敏 基

瀬戸市内の料理旅館で兄弟姉妹が集まって、母の傘寿の祝いを行いま した。傘寿で
すか ら80の祝いです。長生きの祝いは、母にとっても節 目節 目を迎える喜びの他に、
これか ら米寿を迎えていくことの励みなども感 じられることだと語っていま した。

父は85才、「よく長生きしたものだ」 と話 しています。父は1954年に炭坑の坑内で
落盤事故 (父はこの とき呼吸が止まっていたため一

度死んだといってぃます)に 遭い
3年 間入院 していま した。 このとき家族の生活はたいへんだったと母は言つています
が、社宅での生活は私たちにとってたいへんさはわか りませんで した。私が幼児だっ
たことや父の労働災害 と言 うことで会社から給料がでていたこともあ り、経済的な苦
労はわか りません。 したがって 母の苦労もわか りませんで した。

就職 して、労働組合に加入 し、初めて労働組合の役割、大切 さを知 りました。
労働組合があ り、その労働組合が労働基準法、労働安全衛生法など遵守 させ、使用

者 との間で労働者 とその家族を守る制度を作 らせ、事故があっても生活できるように
してきたことが、父親が入院 していても隣人たちと同様に生活できたことだとぃぇま
す。 これは労働者が労働組合をつ くり、労働者の生活を守ることでたたかってきたか
らだ と思っています。労働組合なくしては今頃 どのようになっていたかわか らないと
思います。労働組合が労働者の生活を守るより、企業の利益に目を向けているようで
は労働組合 とはいえません。

いま、長時間労働で病気にな り作Jれても、労災ではない、認めないとい う使用者側
の攻撃があ ります。 さらに、労働組合までもが労災認定のたたかいに支援 しないとい
う状況もあ ります。
企業が利益を追求 し、労働者の命を守 らなくなっている経済構造の中では、労働組

合の役割が大変重要なものとなっています。
長寿の国、 日本 と言っていますが、今後長寿が続けられるので しょうか。
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月  日 事 項 蒔 闇 ・場 所 ′Fガ

3月 5日 (月) 第14回事務局会議 10:00 事 務所

7日 (水) ドラッグスギヤマ損害賠償 ・杉山裁判 13:30 名 古屋地裁 1103法廷

12日 (月) 倉田公務災害認定愛知県支部審査会 14:30 愛知県 自治セ ンター 3階 D会 議室

16日 (金) マツヤデ ンキ ・小池過労死裁判

小出裁判支援す る会総会

13:10 名古屋地裁1103法廷

18:30 労働会館 2階 会議室

19日 (月) 第15回事務局会議 10:00 事務所
ワ

匂 日(祝) 13:30 労 働会館東館 2Fホール

22日 (木) 中電 ・藤原アスベス ト損害賠償勢ミ 言斥 14:00 名 古屋弁護士会館

24日 (土) 愛知争議団例会 13:00 労働会館東館 2Fホール

18:00 労働会館本館会議室住軽 9争 議解散集会

4月 2日 (月) 事務第16回局会議 10:00 事務所

11日(水) 梅尾裁判 16:00 名 古屋地裁 1103法廷

16日 (月) 事務第17回局会議 10:00 事 務所

18日(水) 栄総行動 12:00 栄小公園

京都全国 ・地方セ ンター交流会

27日 (金) 石播勝利報告集会 18:30 厚生年金会館

、5月 1日 (火) メーデー
10:00 白 川公園

10日(木)

5月 11日(金)

第 5回 理事会 18:30 労 働会館 2階 会議室

中電 ・藤 田裁判控訴審 13:30 名 古屋高裁

15日 (火) 判例研究会 18:00 水野法律事務所
19日(土)

25日 (金)

メンタルヘルスシンポジウム 13:30 労 働会館 2階 会議室

トヨタ 自動車内野裁判 ・証人尋問 10:00～16:30 名 古屋地裁 1103

8月 25日 (土) 健康センター気17期総会 13:00 労働会館本館会議室

◆季刊 「働 く者のいのちと健康」1月 号 (全国センター発行)
「特集―精神障害認定基準の改正に向けて」 頒価¥800

◆季刊 「労働 と医学」1月 号 (東京社会医学研究センター発行)
「特集―格差拡大社会と労働者の健康問題」 頒価¥1,ooo

お求めは、愛知健康センターまで
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